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資料 処理場－１８６－３ 

（資料 処理場－１８５－３改定） 

 

 

令和２年１１月２６日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所バックエンド技術部 

 

原科研廃棄物処理場設工認（その７）補正に対するコメント（R2.11.17）回答 

 

 

＜回答＞ 

道路橋示方書・同解説（日本道路協会）に基づき、コンクリート、鉄筋及び鉄骨の許容応力

度を設定いる。設定にあたっては、コンクリート及び鉄骨の許容応力度に対して、荷重の組合

せに応じた割増係数を乗じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント No.1（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

① コンクリート、②鉄筋、③鋼材の許容応力度の根拠（安全上適切と考えられる規格

及び基準）を説明すること。 

本表追加 

下線部：追加・改定箇所 
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←津波時 
←地震時 

本表追加 
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＜回答＞ 

津波時の滑動力 6.00kN（=波圧 1.31kN+漂流物衝突荷重 0.18kN+主働土圧 4.51ｋN）に

対して受働土圧 29.00kN、地震時の滑動力 14.81kN（=慣性力 9.88kN+主働土圧 4.93kN）に

対して受働土圧 37.90kNとなっている。 

受働土圧の許容値については安全側に現地盤を考慮している。 

 

受働土圧については道路橋示方書・同解説（日本道路協会）に基づき算定している。そ

の際、評価に用いる壁背面と土との間の壁面摩擦角が常時と地震時において設定値が異

なるため、結果として、常時と地震時における受働土圧についても値が異なっている。 

 

 

コメント No.2（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

安定性照査の滑動における地震時の水平力と受動土圧の関係を、数値で説明するこ

と。また、受動土圧の許容値は、地盤改良体と現地盤のどちらから決まってくるかを説

明すること。 

本式追加 
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本式・表追加 



5 

 

 

 

＜回答＞ 

道路橋示方書・同解説（日本道路協会）に基づき、杭の許容支持力算定に当たって用い

る周面摩擦力を考慮する層の最大周面摩擦力度については、地盤の粘着力を用いている。

その値としては地盤改良土の一軸圧縮強度 quの半分の値（c=qu/2=200/2=100[kN/m2]）を

用いている。 

 

施工方法について、地盤改良はスラリー状にした固化材を装置によって軟弱地盤と混

合攪拌する中層混合処理工法とし、鋼管杭は地盤改良後の地盤で施工が可能なプレボー

リング工法にて施工することを計画している。 

 

 

 

 

 

コメント No.3（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

最大周面摩擦力度について、地盤改良体と鋼管杭の組合せで生じる粘着力をどのよ

うに考えられているのか説明すること。また、地盤改良及び鋼管杭の施工工法を説明

すること。 

本コメント回答追加 
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＜回答＞ 

鋼管位置を固定とした両端固定梁（区間長 3.8m）を想定した場合、外力（津波あるい

は地震力）が当該壁面に作用すると、せん断力は端部が最も大きくなる。 

また、せん断応力度の算定に当たっては壁部材の最も薄くなっている箇所(端部よりも

内側)に対して上記のせん断力が作用すると想定して算定している。 

このように、壁部材に生じるせん断応力度については最大のせん断力と最小の断面積

を用いて照査しているため、安全側の評価となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外力（津波あるいは地震力）

3.8m
外力分布図

せん断力図

せん断力は端部で最大となる

照査については最大のせん断力と
最小の断面積を用いて実施。

外力（津波あるいは地震力）

壁部材

壁部材の最も薄い箇所が断面積が最小

コメント No.4（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

壁の断面照査において、津波時の設計せん断力及び設計せん断応力度が生じている

設計せん断スパンは、どの範囲を想定されているか説明すること。 

本図追加 
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＜回答＞ 

「各種合成構造設計指針(日本建築学会)」に基づき、アンカーボルトの設計における引

張力を受ける場合並びにせん断力を受ける場合を踏まえて設定している。 

 

（添付資料①参照） 

 

＜回答＞ 

設計水深から想定される荷重分布に対して、ダム・堰施設技術基準（案）（国土交通省）

の解説であるダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・マニュアル編）（ダム・堰施設

技術協会）及び水門・樋門ゲート等の関連部分を整理・補完した水門・樋門ゲート設計要

領（案）（ダム・堰施設技術協会）を踏まえて各桁に作用する荷重を算出している。 

なお、荷重分布におけるｗ１上部の三角形部分については桁に作用する荷重の算出に

おいては考慮していない。 

   

H ：設計水深 2000 mm
H0 ：扉体高 1500 mm
Ha ：桁間隔 860 mm
Hb ：桁間隔 555 mm
Hc ：桁間隔 85 mm

w1 ： 0.005050 N/mm2

w2 ： 0.013736 N/mm2

w3 ： 0.019342 N/mm2

w4 ： 0.020200 N/mm2

※①桁より上部については荷重の算出において考慮していません。

H

H
0

H
a

H
b

H
c

①

②

③

P①

P②上

P②下

P③上

P③下

※

w1

w2

w3

w4

コメント No.5（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

アンカーの許容せん断力(37.8kN)、許容引張力(23.1kN)の根拠を説明すること。 

コメント No.6（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

各桁の分担荷重の算出過程について、説明すること。特に主桁①の算出過程におい

て、w1上部の三角形部分をどのように考えているかを説明すること。 

本図・式追加 
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本図・式追加 
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＜回答＞ 

津波防護施設周辺の地質構造は、泥岩の上に、砂層、砂礫層及び粘土層が載る概ね水平

な成層構造となっている。 

地盤改良土より深部の砂層、砂礫層及び粘土層については、道路橋示方書・同解説（日

本道路協会）による液状化判定を行い、液状化しないとの結果になっており、表層部につ

いては液状化する可能性があることから、保管廃棄施設・Ⅱは深度約 7mまで、第 2保管

廃棄施設は、深度約 9mまで、地盤改良を行うこととしている。また、津波防護壁の高さ

については、仮に地盤改良土より深部の地質(砂層、砂礫層及び粘土層)が沈下した場合も

考慮して設定しており、地盤改良土より深部の地質が沈下したとして評価しても、沈下量

は小さく、また、概ね水平な成層構造であることから一様に沈下すると想定され、不同沈

下（局所的に傾いての沈下）は生じないと考える。 

以上のように、津波防護施設周辺の地質構造は概ね水平な成層構造であり、液状化の可

能性がある表層部は地盤改良を、地盤改良土より深部は液状化しないと評価されている

ことから沈下は生じない。 

 

コメント No.7（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

水平成層であることと地盤改良することから、なぜ沈下が生じないと言えるのか説

明すること。 

本コメント回答追加 
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＜回答＞ 

「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「新

規制基準」という。）では、耐津波設計において重要度に応じた設計の考え方はなく、基

準津波に対して最重要な施設（Ｓクラス施設）を防護することが求められている。また、

新規制基準の解釈第４条第２項において、「地震により発生するおそれがある試験研究用

等原子炉施設の安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面

の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防

止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて、耐震

重要度分類するものとしている。放射性廃棄物処理場における安全機能は、（閉じ込め、

遮蔽）であり、放射性物質を内包する施設が対象となることから、本設工認で申請してい

る津波防護対策については、耐震重要度分類の対象外と整理している。 

そのため、Ｂ、Ｃクラス施設のみを有する放射性廃棄物処理場の原子炉設置変更許可申

請書においては、津波防護対象となる保管廃棄施設は、耐震重要度に応じた分類をしてい

るものの、津波防護対策に係る施設・設備については、耐震重要度分類は明記していない。 

一方、保管廃棄施設に係る津波防護対策については、原子炉設置変更許可申請書におい

て、「Ｌ２津波の遡上波が到達した場合に施設内に海水が流入することがないような対策

を講ずる」としていることから、耐震重要度に応じた地震力ではなく、Ｌ２津波の起因と

なる地震力に対して十分耐えるよう設計することとしている。 

 

なお、下表に示すとおり、津波防護対策により設置する津波防護壁は、防護対象施設と

同等以上の地震力で設計している。 

 

施設・設備 
耐震重要

度分類 

水平地震力 

(G) 

鉛直地震力 

(G) 

保管廃棄

施設・Ⅱ 

津波防護対策 津波防護壁 － 0.31 0.16 

防護対象施設 

保管廃棄施設・Ｍ－２ 

特定廃棄物の保管廃棄施設 
B 0.30 （考慮不要） 

保管廃棄施設・Ｍ－１ C 0.20 （考慮不要） 

第２保管

廃棄施設 

津波防護対策 津波防護壁 － 0.39 0.20 

防護対象施設 

廃棄物保管棟・Ⅰ 

廃棄物保管棟・Ⅱ 

保管廃棄施設・ＮＬ 

C 0.20 （考慮不要） 

 

 

コメント No.8 

津波防護壁の耐震安全性の分類を説明すること。 

本コメント回答追加 



12 

 

 

 

＜回答＞ 

1. 第２保管廃棄施設 

【津波時のみの検討】：津波防護壁の屈曲部及びゲート部 

第２保管廃棄施設の津波防護壁の断面照査の結果から地震時よりも津波時の方が、影

響が大きいことを確認しており、このため、屈曲部及びゲート部では津波時のみの検討と

している。 

 

 

 

コメント No.9（添付資料３－１（保管廃棄施設の津波防護施設に関する説明書）） 

 

地震時と津波時の両方を検討していない検討項目は、どういった項目があり、どうい

った理由から片方のみを検討されているのかを説明すること。 

 

 ●南側端部ブロックの縦断方向の検討(添 3-1-21)は、地震時のみを検討している

が、津波時の検討が不要な理由を説明すること。（床版の断面照査(添 3-1-20)を見る

と、津波時に鉛直方向の応力が生じているように見える。） 

本コメント回答追加 
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【地震時のみの検討】：ゲート基礎部 

第２保管廃棄施設のゲートに作用する津波外力についてはゲートの桁部を通じて津波

防護壁（プレキャストコンクリート部）に伝達されることから、ゲート基礎部の検討に当

たっては地震時のみの検討としている。 

 

 

 

2. 保管廃棄施設・Ⅱ 

【地震時のみの検討】：南側端部ブロック（縦断方向） 

保管廃棄施設・Ⅱの津波防護壁はその形状(横断方向に比べて縦断方向が十分に長い)

から断面照査については縦断方向よりも横断方向の方が支配的となっており、防護壁の

横断方向について、津波時及び地震時における断面照査を行っている。一方、南側端部に

ついては、下部に既設構造物が配置されていることから、縦断方向において、地震時にお

ける断面照査を個別に行っている。 

 

 

 

 

：津波外力 

：津波外力による荷重の流れ 

下部に既設構造物があ


